
 

令和 4 年 3 月承認 

コンプライアンス委員会の設置について 

日本体操協会 コンプライアンス委員会に提出済み 

委員会の構成  最低５名 （処罰経験の無いもの） 

１ 委員長   （ 川上理事長 ） 

２ 副委員長  （ 佐久間副理事長 ） 

３ 体操競技  （ 松澤副理事長  下村副理事長 ） 

４ 新体操   （ 山田美代子 ） 

５ トランポリン（ 笠原武晃 ）令和４年３月変更 

○相談窓口 （ 各地区担当 副会長   ） 

 

 

○ガバナンスとは、統治・支配・管理  

健全な組織運営を目指すための団体自身による管理体制（組織運営の在り方）のこと 

○コンプライアンスとは、法令遵守 業務規定・社会常識 社会規範 社会的責任 

 理念 規約 倫理規定などのルールを守る こと 

コンプライアンスを維持していく仕組みがガバナンス 

＊ガバナンスコードとは、適切なガバナンス確保を目的とした原則・指針 

 

原則 

原則１ 法令遵守の組織運営  

原則２ 目指すべき基本方針策定  

原則３ 暴力根絶コンプライアンス教育（特に役員）  

原則４ 公正かつ適切な会計処理  

原則５ 組織運営の透明性と情報開示 

 

  


